
認定こども園部会（案）について

１ 部会の設置について

子ども・子育て支援会議に部会を設置し，幼保連携型認定こども園の設置の認可等につ

いて調査審議するため，都道府県における審議会その他の合議制の機関とする。

２ 部会における調査審議内容

(1) 幼保連携型認定こども園の設置の認可（認定こども園法第17条第３項）

(2) 〃 業務の停止又は施設の閉鎖

（認定こども園法第21条第２項）

(3) 〃 認可の取消（認定こども園法第22条第２項）

３ 開催回数について

年２回程度を予定

４ 部会の公開について

個人に関する情報，法人に関する情報を取り扱うため，２の審議に係るものは，非公開

５ 部会委員について

部会委員は会長が指名※

６ 部会長等について

(1) 部会長 ………… 部会委員の互選により決定（支援会議条例第６条第３項）

(2) 職務代理者 …… 部会長があらかじめ指名（支援会議条例第６条第５項）

７ 鹿児島県子ども・子育て支援会議運営規程の制定について

鹿児島県子ども・子育て支援会議の運営について，「鹿児島県子ども・子育て支援会

議運営規程」を定める。

※
○ 子ども・子育て支援法，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部改正をする法律並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の公布について（通知）

３ 幼保連携型認定こども園

（３）施設の設置等（第12条から第27条まで関係）

⑪ 都道府県における合議制の機関（第25条関係）

幼保連携型認定こども園の設置の許可等，事業の停止若しくは施設の閉鎖の命令又は設置

の認可の取消に関して調査審議するため，都道府県又は指定都市等に条例で幼保連携型認定

こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとしたこと。

なお，幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関については，行政の

適正性，公正性，専門性を確保するために置かれるものであることから，教育又は保育に係

る有識者など関係者をバランスよく加えることが求められるものであること。
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鹿児島県子ども・子育て支援会議運営規程（案）
（目的）

第１条 この規程は，鹿児島県子ども・子育て支援会議条例（平成25年10月11日条例第63号。

以下「条例」という。）第９条の規定に基づき，鹿児島県子ども・子育て支援会議（以下「会

議」という。）の運営について定めることを目的とする。

（部会）

第２条 会議に次の部会を置く。

名 称 委員の定数 所 掌 事 項

認定こども園部会 ５名以内 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的

な提供の推進に関する法律第17条第3項，第21条

第2項及び第22条第2項に定める事項

２ 会議は，認定こども園部会の所掌事項について，認定こども園部会の決議をもって会

議の決議とすることができる。

（緊急措置）

第３条 緊急やむを得ない事由のあるときは，会長は，文書をもって会議に代えることができる。

２ 前項の規定は，部会において準用する。この場合において，「会議」とあるのは「部会」と，

「会長」とあるのは「部会長」とそれぞれ読み替えるものとする。

（会議の公開）

第４条 会議は，原則として公開とする。ただし，認定こども園部会の所掌事項の調査審議に係

るものは，非公開とする。

（雑則）

第５条 この規程に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。

附 則

この規程は，鹿児島県子ども・子育て支援会議条例の一部を改正する条例の施行の日から

施行する。
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鹿児島県子ども・子育て支援会議条例（案）

平成25年10月11日
条例第59条

（設置）
第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条第４項及び就学前の子どもに関する教
育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第25条の規定に基づく審議
会その他の合議制の機関として，鹿児島県子ども・子育て支援会議（以下「支援会議」という。）を
置く。
（組織）
第２条 支援会議は，委員20人以内で組織する。
２ 委員は，子どもの保護者，市町村長，事業主を代表する者，労働者を代表する者，子ども・子育て
支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちから，知事が
任命する。
（任期）
第３条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。
２ 委員は，再任されることができる。
（会長）
第４条 支援会議に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。
２ 会長は，会務を総理し，支援会議を代表する。
３ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらかじめ会長が指名する委員が，その職務を
代理する。
（会議）
第５条 支援会議の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集し，会長が議長となる。
２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。
３ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
（部会）
第６条 支援会議は，その定めるところにより，部会を置くことができる。
２ 部会に属すべき委員は，会長が指名する。
３ 部会に部会長を置き，当該部会に所属する委員の互選によりこれを定める。
４ 部会長は，当該部会の事務を掌理する。
５ 部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，当該部会に属する委員のうちから部会長が
あらかじめ指名する者が，その職務を代理する。
６ 前条の規定は，部会について準用する。この場合において，同条第１項中「支援会議」とあるのは
「部会」と，「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
（委員でない者の出席）
第７条 支援会議又は部会において必要があると認めるときは，その会議に専門的事項に関し学識経験
のある者その他関係人の出席を求め，その意見又は説明を聴くことができる。
（庶務）
第８条 支援会議の庶務は，総務部県民生活局において処理する。
（雑則）
第９条 この条例に定めるもののほか，支援会議の運営に関し必要な事項は，支援会議が定める。

附 則
この条例は，公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
（平成25年11月規則第64号で，同年11月21日から施行）
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人数 候補団体(者） 職名等 氏名
 他審議
会委員

1 鹿児島県私立幼稚園PTA連合会 会長 松本ひとみ

特定非営利活動法人全国認定こ
ども園協会九州地区鹿児島県支
部

支部長 輿水　基

一般社団法人鹿児島県私立幼稚
園協会

会長 園尾　憲一
私学
審議会

社会福祉法人鹿児島県保育連合会 会長 下小野田　寛
児童
福祉

1 鹿児島純心女子大学国際人間学部 教授 餅原　尚子
児童
福祉

5

鹿児島県認定こども園部会委員名簿（案）　

委員属性

合計　（人）

子ども・子育て支援に
関し学識経験のある者

子どもの保護者

（委嘱期間　平成25年11月21日から平成27年11月20日まで）　　

子ども・子育て支援に
関する事業に従事する
者

3

4


